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○燃やしてよいゴミ（①②番の袋）に、金属類は絶対に入れないでください。

○容器や包装のプラスチックは マークを必ず確認してください。

　（異物は絶対に入れないでください。）

○汚れの落ちにくい容器や包装のプラスチック（ラップや調味料の小袋等）は燃やしてよいゴミ（①②

番の袋）で出してください。

○ビンは、蓋を取って④番の袋で出してください。

　（プラの蓋は、容器や包装のプラスチック⑤番で、金属の蓋は、金属類⑥番で出してください。）

○ペットボトルは、ラベルと蓋を取って⑤番の袋（ペットボトル）で出してください。

　（ラベル・蓋は別の⑤番の袋（容器や包装のプラスチック）で出してください。）

○スプレー缶は、穴を開け、ガスを抜いて出してください。

○天ぷら油等の廃食油は、ペットボトル等に移し替えて蓋をしっかりと閉め⑥番の袋で出してください。

○ライターは粗大ゴミで出してください。

　（ライターが混入されていると、収集時に発火し事故になる恐れがあります。）

○必ず、指定した袋（指定袋※ 1）へ入れて名前を書いて出してください。

○ゴミは正しく分別し、収集日の午前８時までにゴミ集積庫へ出してください。

※ 1　指定袋は町が委託した店舗で購入できます。

ゴミを出す時のお願い

ゴミを減らして　住みよいまちへ
誇れるふるさとに

収集できないゴミは、警告シールを貼り集積庫に残しておりますので再度分別して出してください。
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ゴミの区分 使用する袋・出し方 収集日

①②燃やしてよいゴミ 「燃やしてよいゴミ」の指定袋に入れて出
してください。 毎　週　 　曜日

③缶類（アルミ缶） 種類ごとに
「空きカン」の指定袋に入れて出してくだ
さい。

毎月第　 　曜日

③缶類（スチール缶）
毎月第　 　曜日

③缶類（その他の缶）

④ビン類（無色） 種類ごとに
「空きビン」の指定袋に入れて出してくだ
さい。

毎月第　 　曜日④ビン類（茶色）

④ビン類（その他）

⑤ペットボトル
種類ごとに
「容器や包装のプラスチック」の指定袋に
入れて出してください。

毎月第　 　曜日

⑤容器や包装の
　プラスチック 　　　　　毎週　 　曜日��
⑤白色トレイ

⑥不燃物
　（容器以外のプラスチック）

種類ごとに
「不燃物・容器包装以外のプラ」の指定袋
に入れて出してください。

毎月第　 　曜日
⑥不燃物（金属類）

⑥不燃物
　（陶磁器・ガラス等）

⑥不燃物（天ぷら油）

新聞

種類ごとに
ひもで十字に縛って出してください。

毎月第　 　曜日

雑誌
（広告・チラシ・本・古紙など） 毎月第　 　曜日

段ボール
毎月第　 　曜日

牛乳パック

集積庫で収集できるゴミの一覧

ゴミを減らして　住みよいまちへ
誇れるふるさとに

JINSEKI KOGEN TOWN

記入されていると便利です。各地区のゴミ収集日カレンダーをご確認ください。

水
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集
積
庫
へ
出
せ
る
ゴ
ミ

台所ゴミ

紙類

その他

①②燃やしてよいゴミ

残飯、料理くず、茶かす、卵のから、骨、
貝殻（小さく砕いてください）など

ノート、ちり紙、空き箱、生理用品、紙コップ、ハガキ、紙おむつなど

布切れ、はぎれ、下着類、鉛筆、
履物（金属が付いていないもの）、
革製品（金属が付いていないもの）、
ネクタイ等

注

注

注

• 水切りはしっかりして
•貝殻はできれば畑等へ

•紙おむつは汚物を必ず取り除いて
•ノートはバラバラにして

•長いものは 20cm程度に切って
•金属・石・乾電池等の異物は取り除いて
•使い捨てカイロは不燃物⑥番へ（カイロだけを入れてください）
•ピップエレキバン等金属が入っているものは取り除いて
•木片は厚さ 2cm程度まで（超えるものは「粗大ゴミ」へ）

① 30㍑（10枚当り 500円）
② 15㍑（10枚当り 300円）

指定袋

混合可能

6

集
積
庫
へ
出
せ
る
ゴ
ミ

アルミ缶

無色

スチール缶

茶色

その他の缶

その他

③缶類

④ビン類

注

注
注

ジュース、
清涼飲料水、
酒類（ビール缶）
など

ジュース、醤油、酒類など

ジュース、
ドリンク、
酒類など

緑、青、黄色など
の着色ビン

ジュース、清涼飲料水、酒類、
缶詰缶など

マークにより分別をし、中身を残さず、濯いでつぶさずに

マークにより分別をし、
中身を残さず、濯いでつぶさずに

・�スチール缶、アルミ缶のマークの
ないもの
・�スプレー缶・カートリッジガス缶
は風通しの良い所で穴を開けて

•プラの蓋は⑤容器包装プラへ
•金属の蓋は⑥不燃物 (金属類 )へ　•ラベルは付いたままでよい
•中身を残さず、濯いで　　　　　　•酒ビン等は酒屋さんへ
•化粧ビンは⑥不燃物 (陶磁器・ガラス等 )

15㍑（10枚当り 300円）

30㍑（10枚当り 300円）

指定袋

指定袋

混合しないでください（別々の袋で）

混合しないでください（別々の袋で）

注

カートリッジガス缶、
スプレー缶など
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集
積
庫
へ
出
せ
る
ゴ
ミ ペットボトル

白色トレイ

容器や包装のプラスチック

⑤容器や包装のプラスチック

⑤ 45㍑
（10枚当り 300円）

ジュース、清涼飲料水、醤油など

卵容器、ヨーグルト容器、お菓子等の袋、ラップ類、
トレイ類、緩衝材 (発泡スチロール等 )など

指定袋

注

注

・�中身を残さず濯いで、プラスチックの蓋
やラベルは容器や包装のプラスチック⑤
番へ

・　　�マークのみ

白色トレイのみ

注 •�納豆など、洗っても汚れが落ちない
ものは燃やしてよいゴミ①②番ヘ
•�白色以外の柄トレイは容器や包装の
プラスチック⑤番へ

•　　　マークのみ

•�洗っても汚れの落ちないものは燃やしてよい
ゴミ①②番へ
•�発泡スチロールは袋に入る大きさに砕いてく
ださい。

混合しないでください（別々の袋で）

※詳しくは右ページをご覧ください。
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集
積
庫
へ
出
せ
る
ゴ
ミパック・カップ類

プラスチック製ボトル類

トレイ類

袋類・フィルム類

ふた類・ラベル類

チューブ類・ネット類

緩衝材・発泡スチロール類

・卵、豆腐、納豆、菓子、果物などのパック
・味噌、ヨーグルト、プリン、ラーメン、焼きそばな
どのカップ・弁当などの容器

マークが付いた乳酸菌飲料、洗剤、シャンプー・リン
ス、ドレッシングなどのボトル

注

注

カップラーメンの容器は紙製のものもありますの
で、リサイクルマークを確認してください。

・�生鮮食品（肉、魚、刺身など）、加工食品などのトレイ
・�くぼみシート（錠剤、カレールー、歯ブラシ、ベーコンなど）

注

注

注

白色トレイはそれだけを入れて「白色トレイ」で
出してください。

洗っても汚れが落ちないものは燃やしてよいゴミ
①②番で出してください。

袋に入る大きさに砕いてください。

ペットボトル（　　マーク）はそれだけを入れて

「ペットボトル」で出してください。

容器や包装のプラスチックについて
■容器包装プラスチックとは
商品を入れたり（容器）、包んでいる（包装）
プラスチックのことです。

・レジ袋・食料品・衣料品などの袋・詰替え用洗剤・シャンプー
などの袋・レトルロ食品・ラップなどのフィルム

・ボトル・びんについているプラスチック製のふたやキャップ
・ペットボトル等のラベル

・マヨネーズ、ケチャップ、わさび、歯磨き粉などのチューブ
・みかん、たまねぎなどのネット

・電気製品の緩衝材
・発泡スチロール容器

このマークが目印です



7

集
積
庫
へ
出
せ
る
ゴ
ミ ペットボトル

白色トレイ

容器や包装のプラスチック

⑤容器や包装のプラスチック

⑤ 45㍑
（10枚当り 300円）

ジュース、清涼飲料水、醤油など

卵容器、ヨーグルト容器、お菓子等の袋、ラップ類、
トレイ類、緩衝材 (発泡スチロール等 )など

指定袋

注

注

・�中身を残さず濯いで、プラスチックの蓋
やラベルは容器や包装のプラスチック⑤
番へ

・　　�マークのみ

白色トレイのみ

注 •�納豆など、洗っても汚れが落ちない
ものは燃やしてよいゴミ①②番ヘ
•�白色以外の柄トレイは容器や包装の
プラスチック⑤番へ

•　　　マークのみ

•�洗っても汚れの落ちないものは燃やしてよい
ゴミ①②番へ
•�発泡スチロールは袋に入る大きさに砕いてく
ださい。

混合しないでください（別々の袋で）

※詳しくは右ページをご覧ください。

8

集
積
庫
へ
出
せ
る
ゴ
ミパック・カップ類

プラスチック製ボトル類

トレイ類

袋類・フィルム類

ふた類・ラベル類

チューブ類・ネット類

緩衝材・発泡スチロール類

・卵、豆腐、納豆、菓子、果物などのパック
・味噌、ヨーグルト、プリン、ラーメン、焼きそばな
どのカップ・弁当などの容器

マークが付いた乳酸菌飲料、洗剤、シャンプー・リン
ス、ドレッシングなどのボトル

注

注

カップラーメンの容器は紙製のものもありますの
で、リサイクルマークを確認してください。

・�生鮮食品（肉、魚、刺身など）、加工食品などのトレイ
・�くぼみシート（錠剤、カレールー、歯ブラシ、ベーコンなど）

注

注

注

白色トレイはそれだけを入れて「白色トレイ」で
出してください。

洗っても汚れが落ちないものは燃やしてよいゴミ
①②番で出してください。

袋に入る大きさに砕いてください。

ペットボトル（　　マーク）はそれだけを入れて

「ペットボトル」で出してください。

容器や包装のプラスチックについて
■容器包装プラスチックとは
商品を入れたり（容器）、包んでいる（包装）
プラスチックのことです。

・レジ袋・食料品・衣料品などの袋・詰替え用洗剤・シャンプー
などの袋・レトルロ食品・ラップなどのフィルム

・ボトル・びんについているプラスチック製のふたやキャップ
・ペットボトル等のラベル

・マヨネーズ、ケチャップ、わさび、歯磨き粉などのチューブ
・みかん、たまねぎなどのネット

・電気製品の緩衝材
・発泡スチロール容器

このマークが目印です



9

集
積
庫
へ
出
せ
る
ゴ
ミ

⑥不燃物

容器包装以外のプラスチック

金属類

注

注

• おもちゃや目覚まし時計等の乾電
池は必ず取り除いて
•袋に入らないものは粗大ゴミへ

刃物等危険なものは、新聞等で包み
刃物等と記入

天ぷら油

カイロ

陶磁器・ガラス等

天ぷら油

カイロ

ポリバケツ、洗面器、ポリタンク、お
もちゃ、ワープロなどのインクリボ
ン、ビデオテープ、カッパ、ウインド
ブレーカー、ブラシ類など

スプーン、ナイフ、カミソリ、栓抜き、缶
切り、金属ハンガー、革製品から外した
金属、万年筆、ビンの蓋、レンジフード、
アルミホイル（台所用）、たわしなど

食器、カップ、コップ、窓ガラス、
ガラス製品、湯のみ、花瓶、植木鉢、
化粧品容器、白熱球など

混合しないでください（別々の袋で）

⑥ 15㍑
（10枚当り 300円）

指定袋

注

注

注

割れたガラス等危険なものは、新聞
等で包みガラス等と記入

ペットボトルに入れ蓋をしっかり閉
めて⑥不燃物の袋に入れて出す

カイロだけを入れて
⑥不燃物の袋に入れて出す

資源化しているゴミ
新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、古着

注 • 無料
• ひもで十字に結んで
•名前を記入すること（荷札等により）
•紙パックで中身がアルミ箔のものは燃や
してよいゴミ①②へ
•新聞紙に広告やチラシを混ぜない
•広告やチラシは雑誌類と一緒に

種類ごとにひもで縛ってください。
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粗大ゴミ

家具類 金属類

危険物

電気製品類

寝具類 プラスチック類

机、カーペット、サイドボード、イス、
たんす、下駄箱、本棚、食器棚、
応接セットなど

注 • 鏡や照明等は取り除いて
•引出し等の中身は取り除いて

鉄くず（草刈機の刃、金属パイプ、
金属片など）、
小型農機具（乗用で
なく 1.5m 角以内の
もの）、かさ、自転車、
三輪車など

使い捨てライター

注

注

注

注

農機具等の燃料は抜いて

ライターは使い切って

乾電池は取り除いて

•テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・
衣類乾燥機・パソコンは出せません
•乾電池は取り除いて
•ストーブ等の燃料は抜いて

ストーブ、掃除機、ラジカセ、電子レ
ンジ、トースター、扇風
機、炊飯器、ガスレンジ、
照明器具、ステレオ、電気
ポット、電気毛布、こたつ、
アイロンなど

毛布、布団、座布団、マットレス
など

バケツ、おもちゃ、ポリ容器、
大型プラスチック製品など

粗大ゴミの出し方は次ページをご覧ください。


